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　　口市
地
域
経
済
振
興
課

地
域
経
済
の
活
性
化
と
居
住
環

境
の
向
上
を
図
る
た
め
、
市
内
に

本
社
が
あ
る
法
人
ま
た
は
、
市
内

に
住
所
が
あ
る
個
人
の
施
工
業
者

を
利
用
し
て
、
住
宅
の
改
修
等
を

行
う
場
合
に
、
そ
の
経
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

　

よ
り
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に

ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
申
請

要
件
の
対
象
者
を
一
部
緩
和
し
ま

し
た
。

対
象
工
事　

次
の
①
〜
③
を
全
て

満
た
し
て
い
る
工
事

①
「
増
築
、改
築
、修
繕
、補
修
等

の
工
事
」「
下
水
道
工
事
」「
外

構
工
事
」「
防
犯
対
策
工
事
」

「
省
エ
ネ
対
策
工
事
」の
い
ず
れ

か
の
工
事
（
新
築
工
事
お
よ
び
新

築
工
事
と
併
せ
て
行
う
工
事
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
）

②
平
成
27
年
度
中
の
工
事（
４
月
１

日
以
降
に
着
工
し
、
平
成
28
年
３
月

31
日
ま
で
に
完
了
す
る
工
事
）

③
助
成
対
象
工
事
の
経
費
が
20
万

円
以
上
（
消
費
税
を
含
む
）
の
工
事

※
対
象
と
な
る
工
事
に
つ
い
て
、

本
事
業
と
併
せ
て
、
他
の
補
助

（
国
・
県
や
彦
根
市
）
を
受
け
る
場

合
、
他
の
補
助
の
対
象
と
な
る

経
費
は
、
助
成
対
象
経
費
か
ら

外
し
ま
す
。
ま
た
、
国
の
省
エ

ネ
住
宅
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
申
請

す
る
工
事
箇
所
は
、
本
事
業
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
本
事
業
の
「
手
引

き
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
手
引

き
」
は
、

地
域
経
済
振
興
課

（
市
役
所
３
階
）、
支
所
、
各
出
張

所
で
配
布
す
る
ほ
か
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

対
象
住
宅　

市
内
の
住
宅
。
た
だ

し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合

住
宅
は
自
己
所
有
部
分
の
み
が
、

店
舗
な
ど
の
併
用
住
宅
は
居
住

部
分
の
み
が
対
象
で
す
。
事
務

所
や
店
舗
、
賃
貸
ア
パ
ー
ト
な

　

ど
は
対
象
外
で
す
。

対
象
者　

次
の
①
②
の
両
方
を
満

た
し
て
い
る
人

①
市
内
に
住
民
登
録
を
有
す
る
人

で
、
対
象
と
な
る
住
宅
を
自
ら

所
有（
２
親
等
以
内
の
親
族
が
所
有

す
る
場
合
も
含
む
）
し
、
そ
こ
に

自
ら
居
住
し
て
い
る
人

②
市
税
や
彦
根
市
の
各
種
融
資
の

償
還
に
つ
い
て
滞
納
が
な
い
人

▼
助
成
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
同

一
住
宅
お
よ
び
同
一
人
に
対
し

て
１
回
限
り
で
す
（
平
成
26
年
度

に
同
事
業
の
助
成
を
受
け
た
人
〈
住

宅
〉
は
、申
し
込
み
が
で
き
ま
せ
ん
）。

▼
対
象
と
な
る
住
宅
お
よ
び
土
地

が
共
有
名
義
で
も
、
複
数
人
に

よ
る
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
個
人
の
施
工
業
者
が
自
ら
の
住

宅
の
改
修
等
を
行
う
場
合
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

助
成
額　

助
成
対
象
工
事
経
費
の

10
％
で
、最
高
10
万
円
（
千
円
未

満
は
切
り
捨
て
）　

申
込
方
法　
「
第
１
回
事
前
申
し

込
み
」　

地
域
経
済
振
興
課
、

支
所
、各
出
張
所
に
あ
る「
事
前

申
込
書
」
に
必
要
事
項
を
書
い

て
、

地
域
経
済
振
興
課
の
窓

口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申

込
書
は
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　
　

申
込
者
が
多
数
の
場
合
は
、

予
算
の
範
囲
内
で
抽
選
を
行
い

ま
す
。
当
選
者
に
は
、「
助
成

候
補
者
決
定
通
知
書
」
お
よ
び

交
付
申
請
の
方
法
を
明
記
し
た

『
助
成
金
交
付
申
請
の
案
内
』を
、

落
選
者
に
は
『
落
選
通
知
書
』

を
そ
れ
ぞ
れ
５
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。

受
付
期
間
（
第
１
回
）

４
月
１
日
㈬
〜
５
月
15
日
㈮

※
平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で

※
「
第
２
回
事
前
申
し
込
み
」
は
、

９
月
１
日
㈫
か
ら
予
定
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
ひ
こ

ね
９
月
１
日
号
に
掲
載
し
ま
す
。

留
意
事
項　

事
前
申
し
込
み
を
す

る
人
は
、
当
選
に
備
え
、
工
事

前
に
、
本
事
業
の
「
手
引
き
」

を
ご
確
認
の
上
、
必
要
書
類
を

準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
が
不
足
す
る
場
合
は
、
申
請

を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
特
に
工
事
前
に
工
事
箇

所
の
詳
細
な
写
真
を
撮
影
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

地
域
経
済
振

興
課
☎
30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番

経
済
活
性
化
対
策
住
宅
改
修
等
促
進
事
業　

市
内
業
者
で
施
工
す
る
住
宅
改
修

な
ど
の
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口市
人
事
課

新
た
な
行
政
課
題
に
適
切
に
対

応
し
、
効
率
的
な
行
政
運
営
を
行

う
た
め
、
４
月
１
日
㈬
か
ら
事
業

の
担
当
課
や
組
織
を
一
部
変
更
し

ま
す
。

■
国
体
準
備
室
の
設
置

　

第
79
回
国
民
体
育
大
会
の
主
会

場
が
県
立
彦
根
総
合
運
動
場
に
決

定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
県
と
と
も

に
主
会
場
整
備
を
推
進
し
ま
す
。

■
彦
根
城
世
界
遺
産
登
録
推
進
課

の
設
置

彦
根
城
世
界
遺
産
登
録
の
業
務

を
効
率
的
に
行
う
た
め
、
彦
根
城

世
界
遺
産
登
録
推
進
室
と
同
準
備

室
を
一
元
化
し
て
、
文
化
財
部
に

設
置
し
ま
す
。

■
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
設
置

４
月
か
ら
開
始
す
る
中
学
校
給

食
は
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
一

括
し
て
業
務
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
学
校
給
食
業
務
を
行
っ

て
い
た
保
健
体
育
課
の
保
健
給
食

係
は
、
保
健
安
全
係
と
名
称
を
変

え
、
学
校
保
健
と
学
校
安
全
の
充

実
を
図
り
ま
す
。

■
医
療
福
祉
推
進
課
の
設
置

　

こ
れ
ま
で
健
康
推
進
課
で
行
っ

て
き
た
在
宅
医
療
や
認
知
症
対
策

の
事
業
に
、
高
齢
者
の
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
た
め
の

事
業
な
ど
を
加
え
、
新
た
な
課
を

設
置
し
て
在
宅
医
療
や
福
祉
を
推

進
し
ま
す
。

■
子
育
て
や
子
ど
も
・
若
者
へ
の

支
援
体
制
の
充
実

　

子
育
て
支
援
や
次
世
代
育
成
支

援
は
次
の
課
に
再
編
し
ま
す
。

▼
幼
稚
園
・
保
育
所
な
ど
に
関
す

る
こ
と　

→
幼
児
課

▼
ひ
と
り
親
家
庭
施
策
・
家
庭
児

童
相
談
な
ど
に
関
す
る
こ
と　

→
子
育
て
支
援
課

▼
地
域
子
育
て
支
援
・
子
ど
も
や

若
者
の
健
全
育
成
な
ど
に
関
す

る
こ
と　

→
子
ど
も
・
若
者
課

■
そ
の
他　

【
統
合
】

　

市
長
公
室
と
情
報
政
策
課
広
報

係
→
秘
書
広
報
課

【
改
称
】

▼
観
光
振
興
課
→
観
光
企
画
課　

▼
商
工
課
→
地
域
経
済
振
興
課

【
新
設
】

▼
生
活
環
境
課
に
、
ご
み
減
量
・

資
源
化
推
進
室

▼
観
光
企
画
課
に
、「
ひ
こ
に
ゃ
ん

ブ
ラ
ン
ド
推
進
室
」

問
い
合
わ
せ
先　

人
事
課
☎

30-

６
１
０
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

市
立
病
院
の
組
織

診
療
科
の
再
編　

患
者
さ
ん
が
よ

り
適
切
に
専
門
的
な
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
内
科
を
消
化

器
内
科
、
血
液
内
科
、
糖
尿
病

代
謝
内
科
お
よ
び
内
科
と
し
て
、

外
科
を
乳
腺
外
科
、
消
化
器
外

科
お
よ
び
外
科
と
し
て
細
分
化

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
立
病
院
病
院

総
務
課
☎
22-

６
０
５
０
番　

内
線
３
５
２
２
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

０
７
５
４
番

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

し
く
み
～
安
定
し
た
制
度
で
、

高
齢
者
医
療
を
守
る
た
め
に
～

　　　　　　　　　　　　　　　　口市
保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
都

道
府
県
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
「
広

域
連
合
」
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、　

75
歳
以
上
の

人
と
、
一
定
以
上
の
障
害
に
よ
り

認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
人
が

加
入
し
て
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
人
（
被
保
険
者
）
の
医
療

費
の
財
源
は
、
次
の
と
お
り
国
民

全
体
で
支
え
合
っ
て
い
ま
す
。

▼
公
費
（
国
・
県
・
市
町
村
が
負
担
す

る
お
金
）
約
５
割

▼
支
援
金（
75
歳
未
満
の
人
が
負
担
す

る
お
金
）　

　

約
４
割

▼
被
保
険
者
が
納
め
る
保
険
料

　

約
１
割

医
療
費
は
、
高
齢
化
の
進
行
や

医
療
の
高
度
化
に
よ
り
、
年
々
増

加
し
て
い
ま
す
。
医
療
費
の
増
加

は
、
こ
の
制
度
の
財
政
を
圧
迫
し
、

皆
さ
ん
に
ご
負
担
い
た
だ
く
保
険

料
の
増
額
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

限
り
あ
る
財
源
を
有
効
に
活
用

す
る
た
め
に
、
適
正
な
受
診
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

21-

２
２
２
０
番
、
滋
賀
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎
０

７
７-

５
２
２-

３
０
１
３
番

軽
減
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
均

等
割
額
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口市
保
険
料
課

４
月
か
ら
保
険
料
の
均
等
割
額

（
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る

保
険
料
）
に
つ
い
て
、５
割
軽
減
と

２
割
軽
減
の
軽
減
範
囲
が
拡
大
さ

れ
ま
す
（
均
等
割
額
９
割
軽
減
、
８
割
５

分
軽
減
に
該
当
の
人
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
）。

対
象
者
に
は
、
７
月
中
旬
に
保

険
料
額
を
通
知
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
料
課
☎

30-

６
１
４
５
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
21-

２
２
２
０
番
、
滋
賀
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
☎
０
７
７

-

５
２
２-

３
０
１
３

番

市
役
所
の
組
織
が

一
部
変
わ
り
ま
す

●

医療機関に
かかるときのマナー

～心がけましょう 適正受診～

▶同じ病気で、複数の医療機関を必要
以上に受診するのは、できるだけ控
えましょう。検査や投薬を重複して
受けることにより、かえって体に悪
影響を与える可能性があります。

▶後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、
新薬と同等の効能を持ち、費用もお
おむね安く済みますので、医療機関
や調剤薬局で相談してみましょう。


